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お客さま 各位 

新湊信用金庫 

 

「令和６年能登半島地震」で被災された方を対象とした 

手数料の一部免除について 

このたびの令和 6年能登半島地震により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。 

新湊信用金庫（理事長 松岡文雄）では、「令和 6年能登半島地震」で被災されたお客さまを対象に下

記の通り手数料を一部免除する取扱いを開始致しますので、ご案内申し上げます。 

 
記 

【対象となる方】 
     令和６年能登半島地震により被害に遭われたお客さま 
 

【実施期間】 
     令和６年１月１２日（金）～令和６年６月２８日（金） 

 

【融資関係手数料】 

 免除金額 

条件変更 
（証書貸付） 

事業性資金 1件につき 11,000円 

消費性資金 1件につき 11,000円 

住宅ローン 
期限延長・短縮、
条件変更 

1件につき 11,000円 

 
【再発行手数料】 

 免除金額 

通帳・証書 1冊（枚）につき 1,100円 

キャッシュカード 1枚につき 1,100円 

ローンカード 1枚につき 1,100円 

 
【両替手数料】但し、罹災等による汚損の交換に限る。 

 免除金額 

窓口扱い 
での枚数 

51枚～100枚 110円 

101枚～300枚 330円 

301枚～1,000枚 660円 

1,001枚～2,000枚 990円 

2,001枚以上 1,000枚毎に 330円加算 

 
 

※ 義援金受付金融機関へ義援金を振込される方 
【振込手数料】 

窓口での取扱い (他行庫宛)5万円未満 605円、5万円以上 770円 

 

以 上 

【本件に関するお問い合わせ先】業務推進部（担当：清水 TEL（0766）82-8613） 


